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  ここでは、「３つの力」を充実・強化するための具体的な取組み（主な事業）につい

て、基本的視点、重点施策、個別施策ごとに記載します。 

 

 

  

  

Ⅳ 「３つの力」を充実・強化する取組み 
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(1) 社会性の基盤づくりを担う教育の充実 

  生涯にわたる人間形成の基礎を培うため、家庭との連携のもとに幼児教育の充実を図る

とともに、幼児期と小学校以降の教育を円滑につなげるよう、保育所・幼稚園と小学校と

の連携を強化する取組みを進めます。 

 【主な事業】 

① 幼児教育に関する情報提供 

幼児教育充実のために、文部科学省や県における幼児教育に関する動きや情報を、全

県の指導主事を集めての会議や担当者会議等で発信し、各幼稚園等に提供します。 

② 家庭教育情報の提供 

中学新入生の保護者を対象とした「家庭教育ハンドブック すこやか」の作成、配付

など、主に小・中学生の保護者を対象として、家庭におけるしつけや正しい生活習慣の

重要性、思春期における親子関係など、家庭教育に関するさまざまな情報を提供します。 

③ 家庭教育支援の促進 

市町村における家庭教育支援の取組みを促進するため、家庭教育支援を行う市町村

（政令・中核市を除く）に対し、支援を行います。 

さらに、「神奈川県学校・家庭・地域連携協力推進委員会」において、県及び市町村

における家庭教育支援の取組みを進めるための検討・協議を行うほか、市町村の家庭教

育支援担当者等を対象とした研修を実施します。 

  

「子どもが生きる力」を伸ばすために 

子どもの「生きる力」をはぐくむ教育環境の充実 

基本的視点１ 

重点施策 

１ 

 (1) 社会性の基盤づくりを担う教育の充実 

 (2) 「確かな学力」の向上とこれからの社会に対応する力の育成 

 (3) 健やかな体と体力つくりの推進 

 (4) 教育費等負担の軽減 

個別施策 
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④ 「いのちの授業」等の推進 

学校、家庭・地域における様々な場面を通じて、子どもや若者たちが「いのち」の大

切さの学びを深める「いのちの授業」に取り組み、家族、友人など他者への思いやりの

心、自分を大切にする心などをはぐくむとともに、いじめ・暴力行為などの防止を推進

します。 

また、次世代を担う中学生・高校生を対象とした「いのちの大切さを学ぶ教室」を開

催し、犯罪被害者及びその家族への理解と共感や、犯罪を犯してはならないという規範

意識の向上を図り、加害者も被害者も出さない街づくりを促進し、安全・安心な地域社

会の実現をめざします。 

⑤ 幼稚園・保育所・小学校等の連携 

事例発表や協議、講演などを含む研修講座の開催や指導資料の作成等を通じて、就学

前教育と小学校教育の円滑な接続、校種間の連携を図ります。 

⑥ 子育て体験活動の促進 

8 月の「子ども・子育て支援月間」における中高生の保育所等でのボランティア体験

の周知等により、子育て体験を促進します。 

また、中学校において、幼児への理解を深め、子どもが育つ環境としての家族と家庭

の大切さに気付かせるため、関係機関との連携を図りながら、幼児触れ合い体験などの

学習活動の充実を図ります。さらに、高校において、親の役割と保育や子育て支援につ

いて理解を深め、子どもの発達に応じて適切に関わるための技能を身に付けさせるた

め、関係機関との連携を図りながら、乳幼児との触れ合いや交流の機会などの学習活動

の充実を図ります。 

 

(2) 「確かな学力」の向上とこれからの社会に対応する力の育成 

  基礎的・基本的な知識や技能、学ぶ意欲や思考力・判断力・表現力などを含めた「確かな

学力」の向上を図るとともに、ESD2の推進により、国際性やコミュニケーション能力など

を育成する教育、環境教育、消費者教育など、これからの社会に必要な力の育成等に取り

組みます。 

 【主な事業】 

① ESD の推進 

ESD の考え方や取組み、ユネスコスクール等について、全県指導主事会議をとおし

て市町村教育委員会と情報を共有することにより ESD を推進します。 

県立学校は、各教科や総合的な探究の時間などの学校の教育活動全体を通じて、持続

可能な社会の創り手を育成する ESD の取組みを推進します。 

 
2 Education for Sustainable Development の略。持続可能な開発のための教育 
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② 子どもの読書活動の推進 

平成 31 年３月に策定した「かながわ読書のススメ～第四次神奈川県子ども読書活動

推進計画～」に基づき、読書に親しむことを支える人づくりや読書に親しむための環境

づくり、機会の提供、並びに体制の整備・社会的機運の醸成に努めます。また、学校・

家庭・地域の連携を図りながら、すべての小・中・高校における読書活動を推進します。 

さらに、全県指導主事会議等の場や、学校図書館司書教諭を対象とした研修において

先進校の取組み等について情報交換を行うとともに、学校図書館司書教諭の質の向上を

図ります。 

③ かながわ学びづくり推進事業の実施 

小・中学校の児童・生徒の学習意欲を高めるとともに、学びの質を向上させるため、

市町村を単位に推進地域として研究委託するとともに、学力向上シンポジウムを開催

し、研究成果等の普及を図ります。 

④ 少人数指導、習熟度別指導などの「個に応じた指導」の充実 

小・中学校において、少人数指導など、学年や教科等の特性に応じて、基礎的・基本

的な内容をじっくり学習することにより、その確実な定着を図るとともに、発展的な学

習への対応など、多くの教員が児童・生徒と多様なかかわりをもちながら、一人ひとり

の個性を生かす、よりきめ細かな「個に応じた指導」の充実を図ります。 

⑤ 豊かな心の育成及び道徳教育等の推進 

県及び地区道徳教育研修講座を開催するとともに、道徳教育の抜本的改善・充実に係

る支援事業（文部科学省委託事業）の推進校の取組みを道徳教育担当者会議や全県指導

主事会議等において、県内に広く発信するなどして、小・中学校の道徳教育の推進を図

ります。 

⑥ グローバル化に対応した教育の推進 

小・中学校においては、帰国児童・生徒及び外国につながりのある児童・生徒への支

援とともに様々な国の生活や文化への理解が深まるよう、国際教室担当者を対象とした

会議を中心に、情報の提供と研修の充実を図ります。また、新学習指導要領において、

小学校第５・６学年の教科として位置付けられた英語や、第３・４学年でコミュニケー

ション能力の素地を養うために設けられた外国語活動の指導の充実を図ります。 

県立高校では、生徒の英語によるコミュニケーション能力向上のため、ネイティブス

ピーカーの外国語指導助手を全校に配置するほか、研修を通じて英語担当教員の指導力

向上に努めます。また、国際バカロレア認定校やグローバル教育研究推進校のグローバ

ル化に対応した先進的な取組みを各校に普及します。さらに、逆さま歴史教育や理数教

育を推進し、これからの社会に対応する力を育成します。 
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⑦ 多文化理解の推進 

地域における多文化理解を推進するため、地球市民かながわプラザなどにおいて、講

座などを開催するとともに、図書資料や映像資料の閲覧・視聴サービスを提供し、県民

の多文化理解の支援を行います。 

また、外国籍県民等やＮＧＯ・ＮＰＯなどと連携した多文化共生イベント「あーすフ

ェスタかながわ」などを開催します。 

⑧ 環境教育の推進 

人々の活動と環境とのかかわりなどについて、体験を交えたさまざまな学習活動を工

夫・実践することにより、子どもたちが環境について理解を深め、環境や環境問題に関

心をもつとともに、環境を大切にし、「自ら考え、選択して行動する人」を育成するた

め、環境教育の推進を図ります。 

⑨ 消費者教育の推進 

学校の教育活動において、社会科、公民科、家庭科、技術・家庭科を中心に、成年年

齢が引下げられることに伴う、新たな消費者問題などにも対応した指導の充実を図りま

す。 

小・中学校及び高等学校全校に、生徒用消費者教育資料を配付し、授業等で活用する

とともに、専門の講師による出前講座等を実施することなどにより、消費者教育を推進

します。 

消費者関連部局と学校をはじめ教育部局とが連携を進めながら、教員研修を実施し、

教員の消費者問題への理解を促進するほか、教育教材等の作成、提供や講座の実施に取

り組みます。 

⑩ 私立学校における特色ある教育の推進のための支援 

教育振興基本計画や新学習指導要領を踏まえた特色ある取組みを行い教育の質の向

上を図る私立高等学校等の支援を行います。 
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⑪ 
小・中・高校生のさまざまな体験活動・地域貢献活動・ボランティア活動など 

の推進 

学校の教育活動において、児童・生徒が人と社会等とのつながりを自覚するため、各

小・中学校においては、地域の特色や児童・生徒の実態に応じて、自然体験やボランテ

ィア活動などの社会体験、ものづくり、生産活動、職場体験など様々な体験活動の充実

を図ります。 

高等学校においては、ボランティア強化月間の設定、チャレンジボランティアポスタ

ーの公募などの事業を通じ啓発を図るとともに、特に、県立高校においては、地域貢献

活動の一環としての「地域貢献デー」の実施や、地域貢献活動・ボランティア活動体験

を推進します。 

また、すべての県立高等学校・中等教育学校にコミュニティ・スクールが導入された

ことに伴い、今後は、地域貢献活動・ボランティア活動等の従来の取組みや、これまで

の開かれた学校づくりによって培われた地域・社会との関係をいかし、生徒自らが地域

と協働して課題に取り組む学習を推進します。 

⑫ 青少年の国際交流活動の支援 

県内青少年と世界各国の青少年との交流活動を支援し、地域のリーダーとして次代を

担う国際性豊かな青少年の人材育成を図ります。また、相互に友好提携関係にある神奈

川県、中国・遼寧省及び韓国・京畿道の三地域の青少年によるスポーツの親善試合や交

流事業を行います。 

⑬ 科学技術を担う人材の育成 

青少年の「理科離れ」が懸念される中、企業や研究機関などの関係機関等と連携し、

地域社会や学校などで、子どもたちや青少年が科学技術にふれる、企業等への訪問体験

会や県内各地での移動教室など多様な機会を提供し、知的好奇心や探究心を育てます。 

⑭ 人権教育の推進 

「かながわ人権施策推進指針（改定版）」に基づき、教職員等へ人権教育に関する研

修を実施しています。また、子どもたちが人権について正しく理解し、自分の大切さと

ともに他の人の大切さを認めることができるよう、人権教育を推進します。 

⑮     租税教育の充実 

国や地方の財政を支える租税の意義や役割への理解が深まるよう、関係機関と連携

し、学校等における租税教室の開催を支援・推進するなど、租税教育の充実を図ります。 

 

(3) 健やかな体と体力つくりの推進 

  体力低下や食生活の乱れなど、子どもの体力や健康をめぐる課題への対応の強化を図り、

子どもの健康の保持増進の基礎を培うため、外遊びや運動・スポーツ活動、食育の推進な

どを通して、健やかな体と体力つくりを推進します。 
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 【主な事業】 

① 多くの子どもたちが参加できる学校の運動部活動の推進 

「かながわ部活ドリームプラン 21 versionⅢ」（平成 27 年度）を基に、「環境整

備の推進」、「指導体制の充実」、「参加促進」の３つを柱として、指定校でのモデル事業

による普及・啓発や全県立学校による「かながわ部活の日」3の設定、指導者の資質向

上を目的とした講習会の開催などにより、部活動への参加促進を図ります。 

② 学校における体育・スポーツ活動、健康教育の充実 

子どもの体力・運動能力の向上や運動習慣の確立、生活習慣の改善をめざす「子ども

☆キラキラプロジェクト（平成 27 年度～）」に基づき、「体力向上キャラバン隊」の派

遣等による教員の指導力向上、「運動習慣カード」の配付等による子どもの運動への意

欲の向上、「食育の推進」や「夏休みみんなで朝ラジ!!プロジェクト」の実施等による子

どもの健康の保持増進への関心の向上等、学校における健康・体力つくりの取組推進を

図ります。 

③ 子どもの遊び・スポーツ活動の推進 

子どもたちが外遊びや、運動・スポーツに親しむ機会を拡大するとともに、日常生活

での習慣化をめざし、健康・体力つくりに対する意識の高揚や実践の定着化を図りなが

ら、家庭や地域が一体となって子どもの外遊びやスポーツ活動を奨める取組みを推進し

ます。 

④ 学校、地域等における食育の推進 

学校における食育を推進するために、各学校では、食に関する指導の中心的役割を担

う食育担当者を位置付けるとともに、年間指導計画を作成し、家庭、地域等と連携した

食に関する指導を計画的に実施します。 

また、神奈川県内産の食材を活用した学校給食等を通して、県内農林水産物への子ど

もたちの理解をはぐくむとともに、食べ物の成り立ちを理解し大切にする心を育てるこ

とに繋げ、食育の推進を図ります。 

⑤ 子どもの未病対策の推進 

子どもの健やかな成長を促し、健康づくりを支援するため、生活習慣の大切さについ

て啓発を図るとともに、「食」、「運動」、「社会参加」による未病改善に取り組むきっか

けづくりの場を提供するなど、子どもの未病対策に資する取組みを推進します。 

 

  

 
3 各県立学校の部活動において、活動の見直しや活動で使用する用具・場所等の点検を行う「部活

動総点検の日」及び各校の特色を生かした部活動を奨励する「入部奨励・部活振興・交流の日」

を、各校の実態に応じて設定する取組み 



 

39 

(4) 教育費等負担の軽減 

  経済的困難等家庭の事情により、教育を受ける機会が失われ、子どもの将来が左右され

ることのないよう、すべての子どもが教育を受けられるための支援を進めます。 

【主な事業】 

① 私立幼稚園・私立学校の経常的な運営費に対する支援 

私立学校の教育条件の維持・向上並びに生徒等に係る修学上の経済的負担の軽減を図

るとともに私立学校経営の健全性を高めるため、経常的経費の支援を行います。 

② 経済的困難を抱える家庭の子どもの就学継続のための私立学校への支援 

保護者の会社都合による退職や倒産等により、家計が急変した児童・生徒への影響を

軽減するため、授業料を軽減した私立学校の支援を行います。 

③ 私立高等学校等生徒保護者の学費負担軽減のための私立高等学校等への支援 

一定所得以下の保護者の学費負担を軽減し、学費負担の公私間格差を是正するため、

入学金や授業料を軽減した私立高等学校等への支援の充実を図ります。 

④ 高校生を対象とする奨学金の貸付 

学業等に意欲があり、学資の援助を必要とする高等学校等の生徒に対して高等学校奨

学金を貸し付けます。 

⑤ 経済的困難を抱える家庭への奨学給付金の支給 

全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、生活保護受給世帯等に対し

て、高校生等奨学給付金を支給し、授業料以外の教育費負担の軽減を図ります。 

⑥ 公立高等学校等生徒の就学支援 

高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を適正に行うため、一定所得以下の

保護者世帯の高校生等に就学支援金を支給し、授業料に充てることにより、実質的に授

業料の負担をなくす就学支援を行います。 

⑦ 幼児教育・保育の無償化の円滑な実施 

幼児教育・保育の無償化（子育てのための施設等利用給付）の円滑な実施の確保を図

るため、県ホームページや「子育て支援情報サービスかながわ」を活用し、無償化の対

象となる施設（特定子ども・子育て支援施設等）の公示状況や監査状況等の情報共有を

行います。 
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（基本的視点１） 「子どもが生きる力」を伸ばすために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 子どもの放課後の居場所の確保 

  放課後に子どもが安心して過ごせるよう、放課後児童クラブ4や放課後子ども教室5をは

じめとした「子どもの居場所」を確保する取組みを支援します。 

【主な事業】 

① 放課後児童クラブの設置・運営に対する支援 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に、放課後や長期休暇などを安心して

仲間と遊び、生活できる場を提供し、児童の健全な育成を図る「放課後児童クラブ」の

設置・運営を行う市町村に対し支援を行います。 

② 放課後子ども教室の設置・運営に対する支援 

放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して、子どもたちの安全・安心な活動拠

点（居場所）として「放課後子ども教室」を設置し、子どもたちのさまざまな体験学習

活動、地域住民との交流活動等の取組みを行う市町村（政令・中核市を除く）に対し支

援を行います。 

  

 
4 学童保育とも呼ばれ、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し、授業の終了後等に小

学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るもの。 

5 すべての子どもを対象に、放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用し、地域の方々の参画を得

て、学習活動やスポーツ・文化芸術活動、地域住民との交流活動等の取組みを実施するもの。 

子ども・若者の健全育成の推進   
重点施策 

２ 

 (1) 子どもの放課後の居場所の確保 

 (2) 学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実 

 (3) 青少年のたばこ・飲酒・薬物乱用防止及び社会環境の健全化推進 

 (4) 若者の自立に向けた支援 

個別施策 
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③ 放課後児童クラブと放課後子ども教室の連携・協力を促進するための支援 

市町村が実施する放課後児童クラブと放課後子ども教室の取組促進が図られるよう、

「神奈川県学校・家庭・地域連携協力推進委員会」において、放課後対策の総合的な在

り方を検討し、情報を共有します。 

また、放課後児童クラブと放課後子ども教室の実施に当たり、知事部局と教育委員会

が連携・協力し、現場スタッフ等を対象とした研修を実施して市町村を支援します。 

④ 特別な配慮を必要とする児童への対応に関する取組み 

放課後児童クラブに従事する放課後児童支援員等を対象とした放課後児童支援員等

資質向上研修において、「特別な配慮を必要とする児童への対応」を内容に盛り込んだ

科目を設置します。 

また、放課後子ども教室において、特別な配慮を必要とする子ども達の活動をサポー

トできるよう、「特別支援サポーター」を配置する市町村へ支援を行うほか、県主催の

放課後子ども教室の現場スタッフ等対象の研修では、「特別な配慮を必要とする児童へ

の対応」を内容に盛り込み、適切な対応を指導します。 

⑤ 児童館の運営に対する支援 

健全な遊びを通じて、児童の集団指導や個別指導を行うほか、地域の子どもの健全育

成に必要な活動を行う児童館の運営支援として、市町村を通して関係団体等の活動や情

報等を提供していきます。 

⑥ 子どもの居場所づくりに対する支援 

地域で子ども支援活動を担う人材の育成や活動のネットワーク化を促進するため、専

門的な研修を実施し、地域における子どもを支援する体制の充実を図ります。 

 

(2) 学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実 

  思春期の性にかかわる相談や、心の問題に対するメンタルヘルス対策の推進等を通して、

思春期の子どもの健康の増進等を図ります。 

【主な事業】 

① 思春期の保健相談等の実施 

思春期特有の医学的問題、性に関する不安・悩み等に対する相談に応じるとともに、

集団指導を行い、思春期の男女の心身の健全な成長と母性の健康保持増進を図ります。 
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② エイズ・性感染症予防教育を含む性に関する指導の実施 

エイズ・性感染症予防を含む性に関する指導のための講演会を地域の中学・高校生等

を対象に行うとともに、青少年の発達段階に応じたわかりやすいパンフレット等を発行

し、エイズ・性感染症に関する正しい理解を深め、まん延を防止するための普及・啓発

を図ります。 

また、学習指導要領に基づく性に関する指導について、教員を対象とした研修講座を

開催し指導力の向上を図ります。 

③ 学校保健関係者への研修等による児童・生徒のメンタルヘルス対策の推進 

さまざまな心の問題を抱えている児童・生徒への対応を充実させるために、学校にお

ける健康観察や健康相談の知識や技術に関する研修講座を開催し、健康観察及び健康相

談技術や連携の質の向上を図ります。 

また、学習指導要領に基づく心の健康に関する指導、精神疾患の予防や回復について、

教員を対象とした研修講座を開催し指導力と支援力の向上を図ります。 

④ 妊娠・出産に関する知識普及啓発教育の実施 

特に 10 代後半～30 代前半の男女を対象に、妊娠・出産の適齢期を理解し、自身の

健康管理を学んだ上で自らの将来を考え選択する力をはぐくむ支援を図ります。 

⑤ 性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等）に対する支援 

10～20 代の当事者向け交流事業を実施し、当事者の悩みの緩和・解消に向けて支

援します。また、当事者及びその家族、支援機関の依頼に応じ、臨床心理士などの専門

相談員を派遣する個別専門相談を実施します。 

あわせて、企業の人事担当者等、児童養護施設等の職員、私立学校を含め希望する団

体等を対象に、性的マイノリティに関する研修や講演会を実施し、多様な性のあり方に

ついて理解を深め、互いに認め合える社会をめざします。 

また、県立学校及び県域の市町村立学校においては、性的マイノリティについて正し

く理解し、児童・生徒に適切に対応するための内容を盛り込んだリーフレットを作成し、

新採用教員に配付をします。そのほか、教職員を対象とした各種研修講座でも、性的マ

イノリティをテーマに取り上げて実施します。 

⑥ ＳＯＳの出し方に関する教育の推進 

「いのちの授業」の取組みに位置付けるとともに、保健師、社会福祉士や民生委員等

の地域の外部人材の活用を図るなど、各学校の実情や児童・生徒の発達段階に応じた、

ＳＯＳの出し方に関する教育に取り組みます。 
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⑦ 若年者の自殺対策にかかる相談支援の取組み 

気軽にストレスチェックができるホームページ・スマートフォンアプリ「こころナビ

かながわ」の普及の促進や、若年者の関心がある映画の上映時における自殺対策関連Ｃ

Ｍの配信等により、若年者が相談支援窓口の情報を得られ、利用しやすくなるよう取り

組むとともに、ＩＣＴを活用した相談支援について研究し、若年者が相談しやすい体制

づくりを進めます。 

県民を対象に、広くこころの健康に関して、孤立を防ぎ自殺の予防を図ることを目的

に、県精神保健福祉センターにおいて、こころの健康について悩みがある方の相談を受

ける「こころの電話相談」をフリーダイヤルで実施します。 

⑧ 自殺対策に関する出前講座の実施 

自殺対策に関する知識等の向上を図り、自殺に対する適切な対応が図れる人材を養育

するため、関係機関との連携を強化し、小学校、中学校、高等学校等において、教職員

等を対象として、「出前講座」の拡充を図ります。 

⑨ 大学生向けゲートキーパー6養成研修の実施 

県内大学等との連携を強化し、学生や教職員に対して、自分や身近な友人、家族等の

こころの不調に気づき、適切に対応をすることができるようにゲートキーパー養成研修

を実施します。 

⑩ 学校における自殺予防に資する教育及び支援の推進 

「いのち」を大切にする心をはぐくむ教育を推進するために、県内の小・中学校から

推進校を選定し、実践研究を行います。 

また、県立高等学校等に生徒の悩みや相談に耳を傾けながら教職員と連携するスクー

ルメンターを配置し、学校の相談体制を充実させるとともに、県立高等学校が地域の関

係機関と連携し、ケース会議を開催するなど、生徒のこころのサポートや自殺予防を推

進します。 

 

(3) 青少年のたばこ・飲酒・薬物乱用防止及び社会環境の健全化推進 

  子どものうちからの喫煙・飲酒・薬物乱用が引き起こす健康被害等に関する教育を含め、

防止のためのさまざまな取組みを推進します。 

【主な事業】 

① 神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例による取組みの推進 

青少年がたばこや酒類を容易に入手できない社会環境の整備を促進するため、関係業

界等と協働し、県民への周知や啓発を図るとともに、神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例

の適切な運用を図ります。 

 
6 こころに不調を抱える人や自殺に傾く人のサインに気づき、対応することができる人 
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② 受動喫煙防止対策の推進 

受動喫煙対策のため、喫煙区域や喫煙所に未成年者を立ち入らせないルールについて

周知、普及・啓発を行うなど、未成年者の受動喫煙防止対策を進めます。 

③ 未成年者の喫煙防止対策の推進 

県内の小学６年生全員への喫煙防止啓発リーフレットの配布や、県立高校等における

喫煙防止教育の実施など、未成年者の喫煙防止対策を推進します。 

④ 薬物乱用防止対策の推進 

薬物乱用防止対策推進本部及び薬物乱用防止地域連絡会が主体となり、関係機関、団

体等が連携し、県内各地域において、青少年の薬物乱用を防止するための様々な取組み

を総合的に進めます。 

⑤ 喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育等の推進 

児童・生徒用教材やリーフレット等の配布、外部講師等による各校での薬物乱用防止

教室の実施、危険ドラッグ等の新しい薬物の情報提供、教員等の指導力の向上を図る研

修講座の開催、また、学校・家庭・地域と連携した街頭キャンペーンの実施などを通し

て喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育の推進を図ります。 

⑥ 青少年支援・指導者の育成と活動支援 

地域における青少年の多様な体験学習及び主体的な参画を促進する青少年支援・指導

者を体験型研修で育成してきたが、さらに演劇手法の活用など青少年センター内の機能

を相互に連携させて、より効果的に育成を図ります。また実践的な活動プログラムの調

査研究や情報提供を通じて、青少年関係団体や青少年支援・指導者の活動を支援します。 

⑦ 青少年育成団体等の活動・連携の促進 

地域において青少年育成活動を展開する団体について、その実施事業に対して支援す

るとともに、団体相互の連携による取組みの促進を図ります。 

⑧ 青少年を取り巻く社会環境の健全化推進 

いわゆるＪＫビジネスなど青少年を取り巻く有害な社会環境の健全化を推進するた

め、関係業界団体を含めた各種団体等と協働し、様々な啓発活動を行うとともに、神奈

川県青少年保護育成条例及び神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例の適切な運用を図りま

す。 
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⑨ 
携帯電話等やインターネットの安全・安心な利用にかかる指導及び啓発の 

推進 

携帯電話サイト「かながわモード」7の活用や企業協力による携帯電話教室の実施等

を通して、インターネット上でトラブルに巻き込まれてしまったときの対処法を身に付

けさせるとともに、他の人と上手にコミュニケーションを取る能力をはぐくみます。ま

た、スマートフォン等のフィルタリングについて、神奈川県青少年保護育成条例で事業

者等の責務を規定するとともに、自画撮り被害等を未然に防止し、より適切な利用を促

すために青少年や保護者への啓発を図ります。 

⑩ 少年非行を防止するための少年補導・相談活動等の推進 

少年の非行を防止するため、喫煙や深夜はいかいなどを行う少年の補導活動を進める

とともに、保護者や少年自身から、非行問題等に関する相談を受け、助言・指導を通じ

て少年の立ち直りを支援します。 

 

(4) 若者の自立に向けた支援 

  ＮＰＯや企業等と連携・協働して、青少年の相談や中高生のキャリア教育、若年失業者

の職業訓練等による就業支援など、若者の自立に向けた取組みを推進します。 

【主な事業】 

① 中学生の職場体験・高校生のインターンシップの推進 

中高生の職場体験などの実践的な取組みを広く紹介する機会を設定するなどして、キ

ャリア教育の推進・充実を図ります。 

県立高校においては、全校でインターンシップの取組みが円滑に実施されるよう、各

地域の事業所、経済団体、行政機関等でのインターンシップの受入に対する理解の促進

を図るとともに、受入先の拡大や各事業所との連携等を推進するため、県内 10 地域に

コンソーシアムサポーター8を配置します。 

  

 
7 かながわモードは、保護者、教職員、小学生、中学・高校生のそれぞれを対象とし、携帯電話の

危険性を認識するページ、代表的なトラブルへの対処法や相談先を案内するページ、保護者や教職

員が携帯電話の利用法について指導するときの参考となるページなどから構成されています。 

8 生徒の主体的な学びへとつながる様々な教育機会の提供の充実へ向けて、大学、職業技術校等の

教育機関及び企業等の外部機関と連携して形成する「県立高校生学習活動コンソーシアム」の取組

みを推進するための支援を行う人 
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② 
青少年相談窓口の運営及びＮＰＯとの協働によるひきこもり青少年等の自立支

援 

ひきこもりなど青少年の多様な悩みに適切に対応するため、かながわ子ども・若者総

合相談センター9等の機能を充実し、相談事業を実施するとともに、青少年サポートプ

ラザ10において、ひきこもり等青少年の自立支援に取り組むＮＰＯ等の活動を支援しま

す。また、ひきこもりなどの青少年を対象に、舞台芸術を活用したワークショップなど

新たな手法も取り入れながら、ひきこもり等青少年の自立に向けた取組みを、ＮＰＯと

協働して実施します。 

③ かながわ若者就職支援センターにおける就業支援 

就職活動についての悩みに、キャリアカウンセラー11が個別に相談を受け、効果的な

アドバイスを行うキャリアカウンセリングを実施するとともに、応募書類の書き方やビ

ジネスマナー、面接訓練など、就職活動に役立つセミナー等を開催し、39 歳までの若

年者の就業を支援します。 

④ 職業技術校及び産業技術短期大学校における職業訓練の実施 

若者が、自らの技術や能力を高め、就職できるように、職業技術校や産業技術短期大

学校における職業訓練のほか、校内訓練と企業実習を組み合わせた実践的な職業訓練を

実施します。 

⑤ 職業技術校等における職業能力開発相談の実施 

若者が、自らの適性や職業経験等に応じて職業訓練を受講するなど職業能力開発を効

果的に行うことができるよう、専門知識のある職業訓練指導員が訓練相談を行います。 

⑥ 地域若者サポートステーションにおける職業的自立支援 

ニート等の働くことに悩みを抱える若者の職業的自立を支援するため、相談支援や支

援プログラムなどの提供を行います。 

 

 

  

 

  

 
9 神奈川県立青少年センターに「ひきこもり地域支援センター」としての役割を併せて設置し、ひ

きこもり、不登校、非行など、青少年の様々な悩みの相談に応じています。 

10 神奈川県立青少年センター内に設置し、ひきこもり等の青少年支援に取り組んでいるＮＰＯのた

めの活動場所や関連情報の提供を行っています。 

11 労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び

指導を行う専門家 
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（基本的視点１） 「子どもが生きる力」を伸ばすために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 児童虐待防止対策の充実 

  増加及び深刻化する児童虐待相談を踏まえ、子どもの命と安全を守り、権利を擁護する

ことを最優先として、関係機関が連携し、児童虐待の未然防止、早期発見、早期対応、再発

防止等の取組みのさらなる充実をめざします。 

【主な事業】 

① 子どもへの虐待の禁止の徹底 

体罰禁止及び体罰によらない子育てを推進するため、保護者及び養育者による体罰は

虐待であることを広く県民に周知し、子どもや保護者等の理解を促進します。また、被

措置児童等虐待の禁止について、施設職員及び里親への徹底、入所児童等や関係機関へ

の周知を行い、未然防止を図ります。 

② 児童虐待の未然防止と早期発見・対応 

０歳児の死亡事例が多い実情を踏まえ、予期しない妊娠や精神疾患のある養育者への

早期からの相談、支援体制の充実を図ります。また、虐待、子育ての不安、しつけ等の

様々な子どもや家庭の悩みに関する相談や虐待通告に関し、電話及びＳＮＳなど複数の

媒体による相談・通告窓口を設け、児童虐待の未然防止や早期発見・対応の取組みを進

めます。 

 

  

支援を必要とする子どもを守る体制づくり  
重点施策 

３ 

 (1) 児童虐待防止対策の充実 

 (2) 社会的養育の充実・強化 

 (3) ひとり親家庭等自立支援の推進 

 (4) 生活困窮世帯の子どもの健全育成に対する支援 

(5) 子どもの貧困対策の推進 

(6) 障がい児への支援の充実 

(7) 障がいのある子どもへの教育の充実 

(8) いじめ、不登校等への対応 

(9) 外国籍県民等の子育て支援の充実 

個別施策 
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③ 市町村の子ども家庭相談体制の強化に向けた支援 

支援を必要とする子どもや家庭を早期に発見し、相談、支援を行う体制を整備・強化

するため、市町村の子ども家庭総合支援拠点の設置を促進します。また、要保護児童対

策地域協議会の機能強化や効果的な運営に向けて支援するとともに、関係機関が把握し

た情報の速やかな集約、共有化により、安全確認ができていない子どもの調査・対応を

推進します。 

④ 児童相談所の体制強化 

増加する児童虐待相談に迅速かつ的確に対応するため、国が示す「児童虐待防止対策

体制総合強化プラン」（新プラン）や児童福祉法等の改正の趣旨を踏まえ、児童相談所

の人材確保及び専門性の向上を図るとともに、法的対応を強化するための体制整備を進

めます。 

また、不適切な養育を受けるなどにより様々な課題を抱え、一人ひとりに応じた対応

が必要な子どもが増える中、個別性が尊重され、子どもの権利を守り適切なケアが提供

できる一時保護環境を整えます。 

⑤ 児童相談所と関係機関との連携強化 

子どもの安全・安心を守るため、児童相談所と市町村や保育所・幼稚園・学校、警察、

配偶者暴力相談支援センター等、様々な関係機関とのさらなる連携強化に取り組みま

す。 

また、配偶者暴力相談支援センターが一時保護した DV 被害者12が同伴している子ど

もは、面前 DV13等の虐待を受けていた場合があるため、心理判定員による心理的ケア

や教育指導員による学習支援のほか、子どもの状況等に応じて児童相談所等と連携し、

子どもの支援の充実を図ります。 

⑥ 児童虐待による死亡事例等の重大事例の検証と再発防止 

本県が行ってきた児童虐待による死亡事例等の検証結果及び提言を関係機関と共有

し、再発防止に向けた取組みを強化します。また、各市町村においても積極的な検証が

行われるよう、技術的な助言を行います。 

 

(2) 社会的養育の充実・強化 

  平成 28 年の児童福祉法等の一部改正を受け取りまとめられた「新しい社会的養育ビジ

ョン」を踏まえ、子どもが権利の主体であること、家庭養育優先の原則のもと新たに策定

する「神奈川県社会的養育推進計画」に基づき、社会的養育を充実・強化します。 

  

 
12 DV（ドメスティック・バイオレンス）：配偶者等（配偶者や交際相手等の親密な関係にある、又

はあった者）からの暴力 

被害者：配偶者等からの暴力を受けた者 

13 子どもが同居する家庭における配偶者に対する暴力 
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【主な事業】 

① 子どもの権利擁護の推進 

子どもが自らの権利を理解し、主体的に表明した意見が尊重される仕組みをつくり、

子どもの権利が守られるようにします。 

子ども一人ひとりの支援方針を決定するにあたり、子ども本人の意向が尊重されるよ

う、子どもの意思形成と意見表明のための支援を行います。 

また、児童相談所の一時保護所や児童養護施設等で生活している子どもが、自分の意

見を発信し、より良い生活の実現に生かせるよう、日常的に関わりのない第三者が子ど

もの意見を聴き代弁する仕組み作りを進めます。 

② 子どもと家庭を地域で支援する取組みの推進 

児童相談所・施設・市町村等関係機関が一体となって子どもや家庭を支援する体制を

充実・強化します。 

虐待の未然防止、親子関係再構築、家庭復帰に向けた家庭環境の調整、家庭復帰後の

虐待の再発防止等のための家庭支援の充実や、里親養育の支援等、施設の専門的な養育

機能を生かした地域支援の充実を図ります。 

③ 家庭と同様の環境における養育の推進 

「家庭養育（里親等）」と「家庭的な環境での養育（乳児院・児童養護施設等）」との

協働により、子ども一人ひとりにあった養育環境を提供します。 

家庭養育優先原則を踏まえ、里親委託を推進するため、里親の開拓、里親支援の充実

等フォスタリング業務をより効果的に実施できる体制の整備、ファミリーホームの設置

促進、専門里親の育成等に取り組みます。 

児童養護施設等については、各施設の養育理念や特色を生かしながら、小規模化及び

地域分散化、高機能化及び多機能化の検討を進めるとともに、担い手となる人材の確保

や専門的ケアの充実に向けた取組みを検討します。 

また、子どもに安定的かつ永続的な養育環境を提供するため、特別養子縁組を含む養

子縁組制度の推進に取り組みます。 

④ 代替養育を経験した子どもの自立支援の推進 

代替養育を必要とする子どもたちの自立する力を育み、支える環境を整えます。 

代替養育を経験した者からの意見聴取やフォローアップなどを通じて、退所児童等の

現状や問題を把握し、退所前から退所後のケアの充実や、その他施策の検討に生かして

いきます。 

また、代替養育を経験した者が地域で自立した生活を送るために必要な支援が提供で

きる体制を整えていきます。 
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(3) ひとり親家庭等自立支援の推進 

  子どもが、その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成されるように、

ひとり親家庭など特別な配慮が必要な子育て家庭に対し、自立に向けた就労支援や子育て

支援、生活支援など、総合的な取組みを推進します。 

【主な事業】 

① 相談体制と情報提供の充実 

母子家庭、父子家庭及び寡婦のさまざまな悩みの相談に応じる窓口の周知や相談員の

スキルアップを図るとともに、個々のニーズにあった、子育てや生活支援、就業支援、

経済的支援などの支援策を身近な窓口で提供できるように、市町村や各関係機関と連携

し、支援策に関する広報の充実を図っていきます。 

また、離婚後の生計の安定を図る上で重要となる養育費の取得に関し、専門家による

相談事業を行っていきます。 

② 経済的支援 

母子家庭及び父子家庭の経済的基盤を確保するため、児童扶養手当の給付の実施、児

童の教育費等の貸付による自立支援や医療費の助成を行うなど、経済的支援を推進して

いきます。 

また、子どもの将来が生まれ育った環境によって左右されないように、寡婦（夫）控

除のみなし適用14を実施します。 

③ 就業支援 

母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦のそれぞれのニーズに応じたより良い就業機会

を得るため、就業相談・求人情報の提供・就業支援の講習会などを総合的に実施する母

子家庭等就業・自立支援センターでの取組み、また、就業に役立つ資格取得のための支

援として高等職業訓練促進給付金事業などを実施します。 

さらに、児童扶養手当受給者を対象に個別の事情に応じた自立支援プログラムを策定

し自立に結びつける事業の推進や就業に役立つ能力開発等に関する情報提供などを行

っていきます。 

  

 
14 配偶者と死別又は離別したひとり親（結婚歴のある者）には、「寡婦（夫）控除」という所得税法

等における所得控除がありますが、同じひとり親であっても、結婚歴のないひとり親には、適用さ

れません。その結果、所得額や所得税額等に基づき算定される利用料等について、結婚歴のあるひ

とり親との差が生じています。 

このため、結婚歴のないひとり親に対しても、「寡婦（夫）控除」が適用された場合と同じ利用料

等となるよう「寡婦（夫）控除」をみなし適用することとします。 
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④ 子育てや生活支援 

母子家庭、父子家庭及び寡婦が就業・職業訓練・求職活動等と子育てを両立できるた

めには、保育所の優先入所などの子育て支援と疾病等により一時的に家事援助や育児援

助が必要となった場合の支援を行います。 

また、さまざまな課題を持つひとり親家庭に対して生活基盤の安定を図るため、住居

の相談に応じるとともに、母子生活支援施設への入所や公営住宅の優遇入居などを行い

ます。 

 

(4) 生活困窮世帯の子どもの健全育成に対する支援 

  生活困窮世帯の子どもの生きる力がはぐくまれることをめざし、子どもが将来に夢や希

望をもち、社会の担い手となるよう、支援を展開します。 

【主な事業】 

① 子ども支援員の配置 

生活困窮世帯の子どもが健全に育成される環境整備を行うことを目的に、子どもの福

祉や教育に関する専門知識や経験を有する人材を子ども支援員として、保健福祉事務所

に配置します。 

② 子どもの学習支援や居場所づくりの事業の実施 

生活困窮世帯の子どもの家庭学習を補完するための学習支援や、社会性を育成するた

めの居場所づくり事業を実施します。 

③ 子どもの健全育成プログラム改訂版の策定 

生活困窮世帯の課題に応じ、子どもの育ちの段階に則した具体的な支援の内容や実施

手順等を整理して、福祉事務所が組織的に支援するために策定した「子どもの健全育成

プログラム」について、関係機関等と連携・協働しながら、改訂し、普及啓発に努めま

す。 

 

(5) 子どもの貧困対策の推進 

  現在から将来にわたって、すべての子どもたちが夢や希望を持てる社会を実現し、子ど

もたちの笑いあふれるかながわをめざし、「神奈川県子どもの貧困対策推進計画」に基づき、

子どもの貧困対策を総合的に推進します。 
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【主な施策】 

① 教育の支援 

就学の援助、学資の援助、学習の支援、その他貧困の状況にある子どもの教育の支援

のため、幼児教育・保育の無償化の推進及び質の向上、地域に開かれた子どもの貧困対

策のプラットフォームとしての学校指導・運営体制の構築、高等学校などにおける修学

継続などのための支援、大学等進学に対する教育機会の提供、特に支援を要する子ども

への支援、教育費負担の軽減、地域における学習支援など、その他の教育支援に取り組

みます。 

② 生活の安定に資するための支援 

貧困の状況にある子ども及びその保護者に対する生活に関する相談、社会との交流の

機会の提供、その他貧困の状況にある子どもの生活の安定に資するための支援のため、

親の妊娠・出産期、子どもの乳幼児期における支援、保護者の生活支援、子どもの生活

支援、子どもの自立に向けた就労支援、住宅に関する支援、児童養護施設退所者などに

関する支援及び支援体制の強化に取り組みます。 

③ 保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援 

貧困の状況にある子どもの保護者に対し、職業生活の安定と向上のための支援、ひと

り親に対する就労支援及びふたり親世帯を含む困窮世帯などへの就労支援に取り組み

ます。 

④ 経済的支援 

貧困の状況にある子どもに対する経済的支援のため、児童手当・児童扶養手当制度の

着実な実施など、養育費の確保の推進、教育費負担の軽減、医療費の助成などに取り組

みます。 

⑤ 社会全体で子どもの貧困対策に取り組むための基盤づくり 

子どもの貧困問題に焦点をあてた啓発活動や、支援者を対象とした研修会の実施、行

政と民間との協働連携の取組み、市町村との連携、その他子どもの貧困対策をより一層

推進するため、子どもの貧困対策に係る機運の醸成、子どもの貧困対策に関する施策の

推進体制の強化に取り組みます。 

 

 (6) 障がい児への支援の充実 

   障がい児やその保護者を支援するため、早期発見、専門的な養育相談・指導、在宅生活

支援サービス等の適切な支援体制整備を図ります。 
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【主な事業】 

① 教育・保育サービス等の利用支援 

障がい児が、身近な地域において、子ども・子育て支援法に基づく教育・保育等を利

用できるようにするための必要な支援を行います。 

② 障がい児の保育所での受入れ促進と幼稚園における特別支援教育の支援 

障がい児の保育所での受入れを促進するため、保育所のバリアフリー化の促進や、障

がい児保育を担当する保育士の専門性の向上を図るための研修等を行うとともに、幼稚

園における特別支援教育を支援します。 

③ 放課後児童クラブにおける障がい児の受入れの促進 

放課後児童クラブにおける障がい児の受入れを促進するために、障がい児の受入れに

必要な専門的知識等を有する支援員等の配置や、受入れるために必要な改修、設備の整

備・修繕及び備品の購入を行います。 

④ 障がい児に対する総合的自立支援ネットワークの構築 

虐待の影響などから様々な課題を抱えた、情緒障がいや発達障がい及び知的障がいの

ある子どもに対し、総合的な支援体制を構築するため、心理・医療等の専門的ケアがで

きる入所機能を持った子ども自立生活支援センターや、児童相談所、発達障害支援セン

ターかながわＡ（エース）、総合療育相談センター、総合教育センターといった県の専

門機関や地域関係機関と連携して、総合的な自立支援ネットワークを構築します。 

⑤ 障がい児とその家族の地域生活の支援 

障がい児とその家族の地域生活を支えるため、総合療育相談センターにおいて医療、

訓練、相談等に取り組むとともに、地域への巡回支援などを通じて、市町村や支援・療

育機関と連携しながら、隙間のない支援を行います。 

⑥ 身近な地域での療育支援の充実 

児童福祉法に基づき、障がい児に対して、日常生活に必要な基本的な生活習慣や他の

子どもたちとの関わり方等を教える児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等

訪問支援を、障害者総合支援法に基づき、居宅介護、短期入所、障がい児を一時的に預

かって見守る日中一時支援15などの必要な支援を、身近な地域で受けることができる体

制づくりを進めます。 

また、平成 30 年度から医療型短期入所事業所の開設促進事業により医療的ケア児の

地域生活を支えるサービスの充実を図っています。 

  

 
15 障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービス事業所や学校の空き教室などで障がい者の日中の

活動の場を提供し、社会に適応するための日常的な訓練を行います。 
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⑦ 療育に関する情報提供や相談支援等 

障がい児やその家族に対し、web サイト「障害福祉情報サービスかながわ」を通じ

て療育についての情報提供をするとともに、相談支援については、相談支援従事者養成

研修に加え、スキルアップのための研修、主任相談支援専門員の養成研修、基幹相談支

援センターの機能強化・設置促進など、相談支援体制の充実強化に取り組みます。 

⑧ 重度障がい児等の施設療育の充実 

障がいの重度化、重複化、多様化及び社会的養護が必要な障がい児の増加傾向を踏ま

え、児童発達支援センター及び障害児入所施設の専門的機能の強化を図るとともに、地

域における障がい児やその家族を支える中心的な施設としての役割が担えるよう、施設

の体制づくりを進めます。 

また、障害児入所施設に、18 歳を超えて入所している障がい者が、年齢や特性に応

じて必要な障害福祉サービスへの移行が円滑に進められるよう、施設の体制づくりを進

めます。 

⑨ 医療的ケア児への支援の充実 

医療的ケア児とその家族を地域で支えられるようにするため、保健、医療、福祉、教

育等の医療的ケア児支援に関わる庁内関係課による協議の場を設置するとともに、障害

児通所支援事業所、保育所、放課後児童クラブなどで医療的ケア児への支援を適切に行

うことのできる人材や、支援を総合調整する医療的ケア児等コーディネーターを養成し

ます。併せて、保護者のレスパイト（一時休息）の一環として、看護師等を同行させて

通学支援を行う市町村に対し経費を補助するなど、医療的ケア児への支援の充実を図り

ます。 

 

(7) 障がいのある子どもへの教育の充実 

  障がいのある子どもが、住み慣れた地域の中で必要な支援のもと、年齢や能力、障がい

の特性を踏まえた十分な教育を、可能な限り障がいのない児童・生徒と共に受けることの

できるしくみを構築します。 

 【主な事業】 

① インクルーシブ教育の推進 

共生社会の実現に向け、すべての子どもができるだけ同じ場で共に学び、共に育つこ

とをめざし、公立小・中学校における「みんなの教室」の普及や県立高校における「実

践推進校」での取組みなど小学校段階から高校段階まで連続したインクルーシブ教育を

全県で展開します。 
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② 入学者選抜における配慮の充実 

障がいのある生徒の特別支援学校の高等部や高等学校等への進学を促進するため、引

き続き入学者選抜における配慮の充実を図ります。 

③ 障がいのある児童・生徒に対する合理的配慮16にかかる周知 

障がいのある児童・生徒に対する合理的配慮については、児童・生徒一人ひとりの障

がいの状態や教育的ニーズ等に応じて設置者・学校と本人等との間で可能な限り合意形

成を図った上で決定し、提供されることが望ましいことを周知します。 

④ 多様な学びの場の充実と相互の連携の促進 

すべての子どもができるだけ同じ場で共に学び、共に育つことを目指すとともに、個

別の教育的ニーズに最も的確に応えた指導ができるよう、小・中学校及び高等学校にお

ける通常の学級や通級による指導、特別支援学級と特別支援学校という「多様な学びの

場」の充実を図るとともに、相互の連携を促進していきます 。 

⑤ 教育相談・就学相談の実施 

医療、保健、福祉等との連携のもと、幼児期を含め早期からの教育相談・就学相談を

実施します。 

⑥ 関係機関相互の連携と教育支援計画の策定 

障がいのある児童・生徒に対し、可能な限り早期から成人に至るまで一貫した指導・

支援ができるよう、子どもの成長記録や指導内容等に関する情報を、必要に応じて関係

機関で共有・活用するとともに、保護者の参画を得つつ、医療、保健、福祉、労働等と

の連携のもと、個別の教育支援計画の策定・活用を促進します。 

⑦ 教育的ニーズに応じた教材の提供 

障がいのある児童・生徒の一人ひとりの教育的ニーズに応じた教科書を始めとする教

材の提供に努めます。 

⑧ 支援に関する調査研究と情報提供 

障がいのある児童・生徒に対する指導方法に関する調査・研究の推進及び成果の普及

を図るとともに、支援に関する先進的な事例の収集及び情報提供を行います。 

⑨ 就労支援の充実 

福祉・労働等の関係機関との連携のもと、障がいのある生徒の就労に向けた学習活動

の充実や、実習先・進路先の開拓、卒業後に長く働き続けられるための支援の充実を図

ります。 

 
16 障害者権利条約第２条定義において、「合理的配慮」とは、障がい者が他の者との平等を基礎とし

て全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及

び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負

担を課さないものとされています。 
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⑩ 学校施設のバリアフリー化の推進 

障がいのある児童・生徒の視点を踏まえ、学校施設のバリアフリー化を推進します。 

⑪ 教職員の専門性の確保及び指導力の向上 

特別支援教育に関する教職員の専門性の確保、指導力の向上を図るため、特別支援学

校のセンター的機能の充実を図るとともに、教職員への研修の充実を図ります。 

⑫ 県立特別支援学校における医療的ケア児への支援 

医療的ケアが必要な児童・生徒の安全確保を目的とした、支援体制を運営するための

協議会等を開催するとともに、高度な医療的ケアに関する内容等の研修を実施します。 

 

(8) いじめ、不登校等への対応 

  いじめや暴力行為、不登校など課題を抱えた子どもを支援するため、スクールカウンセ

ラー等の配置や、SNS を含む多様な教育相談等の取組みを充実させ、学校や地域、家庭、

関係機関などとの連携強化を図ります。 

 【主な事業】 

① スクールカウンセラー等の配置など、いじめ、不登校等の対策の充実 

心の問題に関して専門的知識を有する臨床心理士等をスクールカウンセラーとして

配置するとともに、社会福祉に関する専門的な知識や技術を有するスクールソーシャル

ワーカーを配置し、いじめや不登校等に対応します。 

② いじめ・暴力行為等の未然防止対策の実施 

「かながわ元気な学校ネットワーク」として、各学校や各地区において、子どもがい

じめや暴力行為等について自主的に考えるための取組みを推進するとともに、家庭での

コミュニケーションを大切にすることを保護者に啓発するための「ファミリー・コミュ

ニケーション運動」等、県民への啓発活動に取り組みます。 

③ 不登校児童・生徒の教育機会の確保の取組み 

フリースクールやフリースペースなどのＮＰＯ等との連携・協働により、不登校状態

にある児童・生徒の教育の機会の確保に努め、児童・生徒の社会的自立を支援します。 

また、十分に義務教育を受けられなかった人たち等、多様化する教育的ニーズに応じ

るため、中学校夜間学級の設置について、支援していきます。 
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④ 24 時間子どもＳＯＳダイヤルなど教育相談の推進 

24 時間子どもＳＯＳダイヤルでは、いじめをはじめ、広く子どもの困りについて、

本人、保護者等が相談しやすいよう 24 時間 365 日対応します。また、幼児から 18

歳ぐらいまでの、不登校や支援を必要とする子どもの養育・教育・就学等について、児

童・生徒本人、保護者、教員等からの相談を受け付けます。 

⑤ ＳＮＳを活用した相談事業 

中高生の多くがＳＮＳをコミュニケーション手段として活用している中、いじめを受

けて一人で悩む子どもたちへの対応が課題となっていることから、ＳＮＳを活用した相

談窓口を開設し、いじめ等に関する相談を受け付けます。 

 

(9) 外国籍県民等の子育て支援の充実 

  外国につながる子どもたちが充実した学校生活を送れるよう、外国籍県民を対象とした

多言語による相談窓口の設置や、行政窓口での手続きや学校の面談等への通訳ボランティ

アの派遣等を実施する。 

 【主な事業】 

① 外国籍県民のための相談サービスの実施 

「地球市民かながわプラザ」において、外国籍県民を対象とした多言語による相談事

業（教育・一般・法律）を実施します。 

② 医療通訳事業の実施 

日本語を母語としない外国籍患者が安心して医療を受けられるよう、協定医療機関か

らの派遣依頼を受け、医療通訳スタッフを派遣する「医療通訳派遣システム事業」を実

施します。 

③ 多言語支援センターかながわの運営 

「多言語支援センターかながわ」をかながわ県民センター内に開設し、外国籍県民等

へ多言語による情報提供・通訳支援を実施します。多言語での問合せに対応できる「コ

ールセンター」の設置のほか、日本語を母語としない外国籍県民等が、行政窓口での手

続きや学校の面談等で通訳を必要とする場合に、通訳ボランティアを紹介する「かなが

わ一般通訳支援事業」の実施や、地域における外国籍県民を支援する人材を育成するた

め、ボランティアスタッフ、保育士、保健師、児童福祉職員等を対象として、外国籍県

民とその家族の状況や関連制度等についての研修を実施します。 
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④ 外国につながりのある児童・生徒への支援 

県内の小・中学校においては、帰国児童・生徒及び外国につながりのある児童・生徒

への支援として、日本語指導が必要な外国籍児童・生徒が多数在籍する小・中学校に「国

際教室」を設置し、特別な教育課程により、日本語指導、個に応じた教科指導、学校生

活への適応指導、悩みごとの相談などの指導・支援を行います。 

また、県内で外国につながる子どもの支援を行っているＮＰＯ等との連携を密に図

り、学校内外の支援を充実させていきます。 

高校においては、ＮＰＯ等と協働して外国籍の生徒が多く在籍する県立高校に多文化

教育コーディネーターや学習支援員を派遣するほか、通訳の派遣により外国籍生徒の保

護者との意思疎通を図るなど充実に努めます。 
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(1) 幼児期の教育・保育の提供体制の確保 

  幼児期の教育・保育の需給計画に沿って、保育所の認可や認定こどもの園の認可・認定

などを行い、教育・保育の提供体制の確保を進めます。また、市町村が教育・保育の提供体

制の確保を円滑に行えるよう、広域的調整を含め、支援を行います。 

 【主な事業】 

① 幼児期の教育・保育の提供体制の確保にかかる支援 

実施主体である市町村が子育て家庭のニーズに合った幼児期の教育・保育の提供体制

を計画に基づき確保できるよう、保育所や認定こども園等の認可・認定を行うほか、市

町村と連携して支援を行います。 

また、質の高い教育・保育が提供されるよう、幼稚園、保育所、認定こども園等に対

して指導・助言を行います。 

② 認可外保育施設の認可化促進 

地方自治体が独自に運営経費を補助している認可外保育施設の認可化支援に取り組

み、給付対象施設の確保を図ります。 

③ 地域型保育事業と連携施設の円滑な連携にかかる支援 

地域型保育事業の利用者が３歳となった以降も切れ目なく教育・保育の提供を受けら

れるよう連携施設の設置の促進や相互連携について、市町村と連携して進めます。 

「保護者が育てる力」を発揮するために 

多様なニーズに応じた幼児期の教育・保育等の提供体制の

充実 

基本的視点２ 

重点施策 

１ 

 (1) 幼児期の教育・保育の提供体制の確保 

 (2) 幼児期の教育・保育に従事する人材の確保の取組み 

 (3) 幼児期の教育・保育に従事する人材の質の向上の取組み 

 (4) 地域子ども・子育て支援事業に従事する人材の確保・育成の取組み 

 (5) 放課後児童クラブの整備 

 (6) 教育・保育情報の公表 

個別施策 
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④ 保育所等利用待機児童解消に向けた取組み 

国の「子育て安心プラン」や「新たな経済政策パッケージ」等を踏まえ、国及び市町

村と連携して、保育所等の受け皿整備を進めます。また、特に人数が多い１、２歳児の

待機児童の解消に向け、いわゆる「３歳の壁」対策としての連携施設の確保、幼稚園の

一時預かり事業における対象事業の２歳児までの拡大等のさまざまな取組みを市町村

と連携して進めます。 

⑤ 保育所等利用待機児童解消に向けた市町村との連携 

神奈川県保育対策協議会17における市町村との情報交換や、市町村の保育提供区域ご

との待機児童数の見通しの把握等を通じ、市町村との連携の強化を図り、待機児童の解

消を図ります。 

⑥ 認定こども園の普及促進 

認定こども園の制度や認定こども園化のための手続き方法などについてわかりやす

く周知するとともに、個別相談に対応し、認定こども園の普及を図ります。 

⑦ 幼稚園・保育所・小学校等の連携 【再掲】 

事例発表や協議、講演などを含む研修講座の開催や指導資料の作成等を通じて、就学

前児童と小学校教育の円滑な接続、校種間の連携を図ります。 

⑧ 施設型給付施設及び地域型保育事業の利用者に対する個人給付 

幼稚園（施設型給付施設）、保育所、認定こども園の利用者に対し、個人給付を行い、

質の高い教育・保育を提供します。 

⑨ 私立幼稚園の経常的運営費に対する支援 

教育条件の維持向上、修学上の経済的負担の軽減及び学校経営の健全性の向上を図る

ため、私立幼稚園の経常的運営費を支援します。 

 

 (2) 幼児期の教育・保育に従事する人材の確保の取組み 

   質の高い幼児教育や保育が円滑に行えるよう、関係機関と連携して、計画的に幼児教育

や保育に従事する人材の確保を図ります。 

   また、市町村が実施する地域子ども・子育て支援事業の従事者の確保・育成についても、

市町村等と連携して進めます。 

  

 
17 子ども・子育て支援法附則第 14 条第 4 項の規定に基づき、保育の需要に応ずるための市町村の

取組みを支援するため、市町村の区域を超えた広域的な見地からの調整が必要なもの又は特に専門

性の高いものについて協議するため、平成 30 年に県が設置したもの 
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 【主な事業】 

① 神奈川県保育対策協議会の場を活用した保育士確保の取組み 

神奈川県保育対策協議会の場を活用し、保育士確保に係る効果的な方策について市町

村とともに検討し、計画的に保育士確保の取組みを進めます。 

② 新たに保育士資格を取得する者を増やす取組み 

地域限定保育士試験の実施による受験機会の拡大や、保育補助者を保育士養成施設に

通わせて資格取得を支援する施設への支援など、新たに保育士資格を取得する者を増や

す取組みを行います。 

③ 潜在資格者（幼稚園教諭・保育士）の復帰促進支援 

潜在資格者に対し、個別相談に応じるなどの職場復帰支援を、県と政令・中核市が共

同で行います。また、就職支援セミナーや就職相談会等を開催し、現場復帰の働きかけ

を行うほか、団体が行う同様の取組みに対し支援を行います。 

④ 幼稚園教諭・保育士等の就業継続支援 

施設型給付や私学助成により、職員の処遇の改善を図ります。 

また、保育補助者の活用等を支援する取組みにより、保育士の負担軽減を図り、就業

継続支援を行います。 

⑤ 幼稚園教諭、保育教諭、保育士等のキャリアアップの取組みへの支援 

職員の経験年数等、段階に応じたスキル向上のための研修を行います。また、関係団

体が行う同様の取組みに対し、支援を行います。 

⑥ 保育教諭確保のための支援 

幼保連携型認定こども園では、幼稚園教諭免許と保育士資格の両方の資格を有する

「保育教諭」の配置が必要です。国は、いずれか一方の資格でも保育教諭となれる特例

期間と、一方の資格を有していない者が、不足している資格を取得しやすくするための

緩和措置を令和 6 年度まで延長したことから、県では、こうした特例制度や資格取得

のための支援制度について周知を図り、引き続き保育教諭の確保を図ります。 

⑦ 家庭的保育者や子育て支援員等の確保のための支援 

市町村が行う家庭的保育者や子育て支援員等として働くために必要な研修の実施に

ついて、市町村と連携して取り組むほか、市町村が実施する取組みに対して支援を行い

ます。 
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(3) 幼児期の教育・保育に従事する人材の質の向上の取組み 

  職員の経験年数等段階に応じたスキル向上のための研修や、より高度な知識・技能を習

得するための研修を実施する等、幼児期の教育・保育に従事する人材の質の向上の取組み

を推進していきます。 

 【主な事業】 

① 幼稚園教諭、保育教諭、保育士等を対象とした研修の実施 

職員の経験年数等、段階に応じたスキル向上のための研修を体系的に行い、質の向上

を図ります。また、幼稚園教諭、保育教諭、保育士等の合同研修を行い、相互理解を図

ります。 

加えて、保育実践に関する専門性を有する者（園長経験者）を活用して、教育内容や

指導方法等について新規採用教員への指導、人材育成を図ります。 

② 幼稚園教諭、保育士を対象として市町村等が実施する研修に対する支援 

市町村や関係団体が行う職員の経験年数等、段階に応じたスキル向上のための研修に

対する支援を行います。 

③ 「教育・保育要領」の周知 

主に幼保連携型認定こども園の教育・保育の指針となる「教育・保育要領」の周知を

図り、質の向上を図ります。 

④ 家庭的保育者や子育て支援員等を対象とした研修に対する支援 

家庭的保育者や子育て支援員等の現任者に対し、質の向上を図る研修を市町村と連携

して取り組むほか、市町村が行う研修に対する支援を行います。 

 

 (4) 地域子ども・子育て支援事業に従事する人材の確保・育成の取組み 

   放課後児童支援員として必要な知識・技能を修得し、有資格者となるための研修を実施

するほか、市町村が実施している「乳児家庭全戸訪問事業」、「養育支援訪問事業」の円滑

な実施を支援する等、地域子ども・子育て支援事業に従事する人材の確保・育成の取組み

を推進していきます。 

 【主な事業】 

① 放課後児童支援員の認定資格研修等の実施 

放課後児童支援員として必要な知識・技能を修得し、有資格者となるための研修等を

実施します。 

② 放課後児童支援員等を対象とした研修の実施 

児童の安全管理、生活指導、遊びの指導等を行うための計画的な研修を、放課後児童

クラブの従事者を対象に実施します。 
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③ 乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業従事者の質向上のための研修等の実施 

市町村が実施している「乳児家庭全戸訪問事業」、「養育支援訪問事業」の円滑な実施

を支援するとともに、これらの事業の従事者に対して個別支援のスキルを上げるための

研修会を実施します。 

④ ファミリー・サポート・センター事業等の従事者の質向上のための研修等の実施 

市町村が実施しているファミリー・サポート・センター等の地域子ども・子育て支援

事業の円滑な実施を支援するとともに、ファミリー・サポート・センター事業等の従事

者に対して個別支援のスキルを上げるための研修会を実施します。 

 

(5) 放課後児童クラブの整備 

  国の「新・放課後子ども総合プラン18」を踏まえ、近年の保護者ニーズの高まりにより生

じている放課後児童クラブにおける待機児童を解消するため、放課後児童クラブの設置・

運営を行う市町村を支援します。 

 【主な事業】 

① 放課後児童クラブの設置・運営に対する支援 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に、放課後や長期休暇などを安心して

仲間と遊び、生活できる場を提供し、児童の健全な育成を図る「放課後児童クラブ」の

設置・運営を行う市町村に対し支援を行います。 

また、他の市町村の取組状況をわかりやすく情報提供するとともに、担当者への研修

を行います。 

【参考】放課後児童クラブの量の見込みと目標整備量【県全域】（各年度４月１日時点） 

 （単位：人） 

※ 各年度の児童数、量の見込み、目標整備量の数値は、市町村子ども・子育て支援事業計画における
数値を県全域で集計したもの 

  

 
18 従来のプランの進捗状況や、児童福祉や教育分野における施策の動向も踏まえ、これまでの放課

後児童対策の取組みをさらに推進させるため、放課後児童クラブの待機児童の早期解消、放課後児

童クラブと放課後子供教室の一体的な実施の推進等による全ての児童（小学校に就学している児童

をいう。）の安全・安心な居場所の確保を図ること等を内容とした新たな放課後児童対策のプラン 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

 児童数 450,777 447,272 444,314 439,526 434,693 

 量の見込み（①） 68,405 70,692 72,946 74,902 76,779 

 目標整備量（②） 68,648 71,198 73,451 75,748 78,181 

 需給差（②－①） 243 506 505 846 1,402 
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(6) 教育・保育情報の公表 

  子育て中の方が、子ども・子育て支援にかかる情報を気軽に入手できるよう、インター

ネットを活用した情報の公表を行います。 

 【主な事業】 

① 「子育て支援情報サービスかながわ」による情報提供 

子育て中の方が、子ども・子育て支援にかかる情報を気軽に入手できるよう県が開設

している web サイト「子育て支援情報サービスかながわ」において、利用者が希望に

あった施設や事業を選択できるよう、教育・保育施設である幼稚園や保育所、認定こど

も園や、小規模保育、家庭的保育などの地域型保育事業者の情報を提供します。 

また、同サイトの施設情報の検索機能を活用して、子ども・子育て支援法で定められ

ている情報公表項目を基本とする教育・保育情報の公表を行います。 
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（基本的視点２） 「保護者が育てる力」を発揮するために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 乳幼児や妊産婦の健康の確保及び不妊に悩む方に対する支援の充実 

  安心して出産・育児ができる保健医療体制を推進するため、特に、乳幼児や妊産婦の健

康の保持・増進を図るための保健サービス、周産期救急医療や不妊治療への支援などへの

対応を図ります。 

【主な事業】 

① 市町村母子保健事業の支援 

妊娠・出産等における切れ目のない支援の実現をめざし、市町村における総合的な相

談及び支援を行うワンストップ拠点（子育て世代包括支援センター）の運営強化や、産

後うつの予防などにより産後も安心して子育てができる支援体制の整備に向け、市町村

との連絡調整会議や保健師等の専門職への研修、産後ケア事業等のニーズ把握調査等を

実施し、市町村の取組みを支援します。 

② 先天性代謝異常等検査の実施 

発症すると重篤な障がいや生命への危険があるが、発症前であれば効果的な予防法・

治療法が確立されている先天的な疾患について、新生児から採取した血液を基に検査を

行い、早期発見・早期治療により障がいの発症防止を図ります。 

③ 周産期救急医療体制の整備 

ハイリスクの妊婦から新生児まで、高度な医療水準により一貫した救急医療体制を確

保します。 

④ 神奈川県不妊・不育専門相談センター等における不妊・不育相談の実施 

不妊・不育に悩む県民の方の相談に対応するため、平塚保健福祉事務所内に設置する

専門相談センターにおいて、あらかじめ設定した相談日に、医師・助産師等が相談に応

じます。 

また、各保健福祉事務所・センターにおいて、保健師等が相談に応じます。 

  

妊産婦及び子どもの健康の増進  
重点施策 

２ 

 (1) 乳幼児や妊産婦の健康の確保及び不妊に悩む方に対する支援の充実 

 (2) 小児医療の充実 

個別施策 
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⑤ 特定不妊治療に対する助成の実施 

医療保険が適用されず高額の医療費がかかる配偶者間の特定不妊治療に要する費用

の一部を助成し、不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ります。 

⑥ 乳幼児期における歯科保健の推進 

子どもの歯と口腔の健康づくりに関する相談窓口や、子どもとのふれあいを重視した

歯みがき指導など、子育て支援に資する健康相談及び指導体制の充実を図ります。 

⑦ 風しん予防接種事業費に対する補助 

妊娠を希望する女性やそのパートナー等に対する予防接種を促進するため、市町村が

助成する予防接種費用の 1/3 を補助します。 

 

(2) 小児医療の充実 

  小児救急医療体制を整備するとともに、高度・専門医療の充実や長期療養等が必要な子

どもへの支援等を行います。 

 【主な事業】 

① 小児救急電話相談の実施 

夜間における子どもの体調や症状に関する保護者の不安を軽減するとともに、救急医

療体制の円滑な運用に資するため、電話相談を実施します。 

② 小児救急医療体制の整備 

夜間や休日の小児救急医療の確保・充実を図ります。 

③ 小児在宅医療の充実 

関係機関の連携促進に向けた取組みなどを通じて、小児在宅医療を支える体制の充実

を図ります。 

④ 医療費負担軽減のための乳幼児医療費等における公費負担の実施 

児童や児童を養育するひとり親の医療費にかかる経済的負担の軽減を図るため、県内

全市町村を実施主体として、児童やひとり親の医療費の自己負担分を助成します。 

⑤ 小児慢性特定疾病医療費助成事業の実施 

特定の慢性疾病にかかっていることにより長期にわたり療養が必要な児童とその保

護者に対し、当該疾病にかかる医療費の助成事業を行います。 
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（基本的視点２） 「保護者が育てる力」を発揮するために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 子育てに配慮した公共施設・交通環境の整備等 

  子どもや子ども連れあるいは妊娠中の人が安心して外出し、自由に移動して、気兼ねな

く施設等を利用できるよう、公共施設や駅等のバリアフリー化などのまちづくり等を進め

ます。 

【主な事業】 

① 子育て家庭を応援するまちづくりの推進 

妊娠中や子育て中の県民が安心して外出できるための環境整備の一環として、妊娠中

や子育て中の県民のための設備・サービスのある施設の情報を県が開設している web

サイト「子育て支援情報サービスかながわ」のモバイルサイトで提供することにより、

子育て家庭を応援するまちづくりを推進します。 

② 神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例の推進 

神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例に基づき、子ども連れあるいは妊娠中の

人、障がい者、高齢者など誰もが安心して外出し、自由に移動して、施設が利用できる

ようバリアフリーの街づくりを進めます。   

また、県条例を分かりやすく解説したガイドブックを作成し、ホームページに掲載す

るなど、県条例の周知を図るとともに、関係団体、事業者団体、学識経験者等からなる

「神奈川県バリアフリー街づくり推進県民会議」を設置し、「バリアフリーフェスタか

ながわ」などの普及啓発事業を通してバリアフリーの街づくりに向けた普及・啓発を図

ります。 

③ 都市公園施設のユニバーサルデザイン化 

園路や出入り口の段差解消、駐車場の障がい者用区画の設置、及び利用しやすいトイ

レの設置などにより、誰もが安全・安心にすごせる公園づくりを進めます。 

  

子育てしやすく、安全・安心な環境づくりの推進  
重点施策 

３ 

 (1) 子育てに配慮した公共施設・交通環境の整備等 

 (2) 子育てに配慮した住宅施策 

 (3) 子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

 (4) 子どもを犯罪から守るための活動等の推進 

(5) 子どもを災害から守るための施策 

個別施策 
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④ 公園・道路等の公共施設の美化の推進 

美しい県土づくりをめざすかながわクリーン運動の一環として、美しいまちをつくる

ため、県民、市町村、関係団体、県が協調・連携しながら公園・道路等の公共施設の清

掃を実施します。 

⑤ 幅の広い歩道の整備 

誰もが安心して利用できるよう、幅員２．０ｍ以上の幅広歩道を整備します。 

⑥ 段差のない歩道等の整備 

横断歩道部やバス停部などについて、段差のない、通行しやすい歩道を整備します。 

⑦ 県民を対象とした集いや催し等における託児の実施 

子育て期の親が、集いや催し物等に安心して参加できるよう、託児室の設置について、

託児サービス付きマーク19を活用して周知を行うとともに、実施状況等を把握し、取組

みの促進を図ります。 

 

(2) 子育てに配慮した住宅施策 

  子育て家庭が子どもの成長や家族数に応じて安心して子育てできるよう、県営住宅等へ

の入居について優遇措置等を実施します。 

 【主な事業】 

① 特定優良賃貸住宅の提供 

民間のオーナーが一定の基準にあった賃貸住宅を建設し、団体が管理受託等を行って

いる中堅所得者向けのファミリータイプの公的賃貸住宅について、子育て世帯等に対し

物件の情報提供等を行います。 

② 県営住宅の入居者募集における優遇措置の実施 

県営住宅への入居者募集にあたって、子育て世帯に対して、抽選時の当選率を高める

優遇措置を実施します。（一般の申込者と比較して、子育て世帯は新築住宅で 5 倍、あ

き家で 3 倍の優遇、母子・父子世帯は、新築住宅で 7 倍、あき家で 5 倍の優遇） 

③ 子育てに適する県営住宅の提供 

子育て世帯に対して、小学校や中学校の立地状況などの事情を勘案して子育てに適す

ると考えられる県営住宅を「子育て世帯向け住宅」として提供します。 

  

 
19 神奈川県内で開催されるイベント等のちらしなどでこのマークが 

付いているイベント等は、託児サービスがありますので、子育て中 

の保護者の方が、お子様を預けて安心して参加することができます。 
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④ 居住支援活動をとりまく周辺環境整備事業の実施 

民間賃貸住宅への入居を拒まれる高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅確保要配慮

者の居住支援にあっては、不動産店や居住支援団体等との連携が不可欠であることか

ら、居住支援に必要な知識を習得し、居住支援活動をとりまく周辺環境を整えることに

より、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を促進します。 

⑤ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の実施 

高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとして

いる賃貸住宅を賃貸する事業者から、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録を受

け、当該情報を広く県民に提供していくことにより、住宅確保要配慮者の居住の安定を

図ります。 

 

(3) 子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

  子どもの交通安全教育をはじめ、事故多発地点対策など、交通安全の施策に取り組むこ

とにより、子どもを交通事故から守ります。 

【主な事業】 

① 交通安全教育の推進 

幼稚園教諭、保育士、保護者及び地域の方等に、幼児の交通安全指導のための研修を

行うとともに、学校等において児童等への交通安全教室を実施し、交通安全教育の推進

を図ります。 

また、学校・家庭・地域の連携による、小・中・高校の一貫した総合的な交通安全教

育に向け、交通安全教育研究会を中心に、研修講座の開催や指導資料の作成等を行い、

交通安全教育の推進を図ります。 

② 児童・幼児のヘルメット等の着用の推進 

児童や幼児が自転車に乗車するときに、ヘルメットや幼児用座席でのシートベルトの

着用の促進を図り、子どもの交通事故防止対策を実施します。 

③ 交通事故多発区間（地点）対策の推進 

交通事故多発区間（地点）について、国、県、市町村等の道路管理者と県警察が一体

となって事故要因や改善策を調査・検討し、安全施設等の整備促進を図り、子どもの事

故防止対策を実施します。 

④ 事故危険箇所対策の推進 

主に幹線道路の事故発生割合の高い区間において、関係機関が連携して効果的・効率

的な対策を集中的に実施することにより、交通事故の削減を図ります。 
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⑤ 未就学児の交通安全対策 

関係機関と連携して実施した「未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点

検」の結果を踏まえ、車止めや防護柵の設置等や横断歩道の整備等の必要な対策を実施

するとともに、保育所等の園外活動を見守るキッズ・ガード等を配置する市町村への支

援を行うことで、子どもが集団で移動する際の安全確保を図ります。 

また、子ども達の通行が多い生活道路等において、可搬式速度違反自動取締装置によ

る速度取締りを実施することにより、車両の速度抑制を促し、当該速度規制の実効性を

確保して、子どもの尊い命を交通事故から守ります。 

 

(4) 子どもを犯罪から守るための活動等の推進 

  子どもが犯罪被害に遭うことなく、安全に遊び、学ぶことができるよう、パトロール活

動や情報提供等、地域や学校等における安全確保のための対策を進めます。 

  また、犯罪被害に遭ってしまった子どもやその保護者を支援するメニューや体制の整備

を図ります。 

【主な事業】 

① 子どもへの防犯指導を行う人材等の育成 

幼稚園、保育所、小学校の児童等を対象に防犯指導を行う人材等を育成します。また、

地域住民等の防犯意識を高め、防犯活動への参加を促進します。 

② 学校等における防犯教育の推進 

毎年、学校の防犯教室指導者を対象に「防犯教室研修講座」を開催し、防犯教育の推

進に努めます。 

③ 犯罪等に関する情報提供と関係機関・団体との情報交換の実施 

子どもの安全を確保するため、子どもが被害者となる犯罪等の情報を提供するととも

に、各関係機関・団体の活動に役立てるために、相互の情報交換を行います。 

④ 学校付近や通学路等におけるパトロール活動の促進 

学校の周辺や通学路等における不審者等の出没に対してパトロール活動を実施する

ほか、市町村の教育委員会に対して学校安全に関する情報提供をしていくとともに、「子

ども 110 番の家」や恒常的に子どもの見守り活動を行っている団体に対して、情報提

供や活動に対する助言指導を行います。 

⑤ 神奈川県警察スクールサポーターによる活動 

スクールサポーターは、警察、学校及び地域との連絡調整を図り、地域安全情報の提

供や防犯指導等を通じて地域ボランティアの活動を支援するなど、児童等の安全を確保

するための活動を行います。 



 

71 

⑥ ピーガルくん子ども安全メール20による子どもの安全対策の支援 

子どもの安全に関する情報の把握に努めるとともに、「ピーガルくん子ども安全メー

ル」を活用した積極的な情報提供に努め、県民に対して注意を喚起します。 

さらに、子どもの安全確保に関する活動に活用してもらうため、同メールへの加入促

進を図ります。 

⑦ 犯罪被害者等への支援 

犯罪被害に遭った子どもやその保護者等が、犯罪等によって壊された日常生活を一刻

も早く回復できるよう、民間支援団体等と協働・連携して、カウンセリングや法律相談、

検察庁や裁判所等への付添い等の支援を提供します。 

また、犯罪被害者等の置かれた状況や支援の必要性について県民や事業者等の理解を

促進するための普及啓発や、被害者等を支援する人材育成を実施します。 

⑧ 被害少年に対する立ち直り支援活動 

犯罪等により被害を受けた少年の精神的ダメージの軽減を図るため、少年相談員等が

定期的な面接を通じてカウンセリングを行うなど、継続的な支援を行います。 

⑨ 自主防犯活動への支援 

子どもの見守り活動など、地域の防犯活動を行う団体に対して、様々な情報の提供な

どを通して、活動の立上げや充実のための支援を行います。 

 

(5) 子どもを災害から守るための施策 

  防災教育や防災訓練を通して意識の啓発や知識の普及を図るほか、施設の耐震化や物資

の備蓄など、災害に対する備えを実施することにより、子どもを災害から守ります。 

【主な事業】 

① 児童等が利用する施設の安全確保対策の推進 

保育所等における児童の安全確保等のため、市町村と連携し、災害時の対応や保護者

との情報共有の取組みを推進するほか、地震防災対策計画の作成について助言・指導を

行います。 

また、保護者等による引き取りまでの間の児童等の保護のために、災害発生時に必要

となる備蓄や電源の確保等について、市町村や保育所等と連携していきます。 

② 幼稚園や保育所等に対する耐震化への支援 

幼稚園や保育所等に対する耐震化にかかる支援を行います。 

  

 
20 子どもを犯罪から守るための情報（例えば、子どもに対する声かけ事案や不審者情報等）を電子

メールで登録された携帯電話とパソコンにお知らせするサービスです。 
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③ 学校における防災体制の整備 

災害時における児童・生徒等の安全確保を図るため、各県立学校で作成している「学

校防災活動マニュアル」の実効性をより一層高め、家庭・地域と連携した防災訓練を行

います。さらに、県立学校の防災資機材等の整備に努めます。 

県立学校の施設・設備の安全点検を実施し、計画的に耐震補強工事を実施します。 

また、国や県の取組み等について私立学校に情報提供して、各学校における防災体制

の整備を促進し、私立学校の耐震診断、耐震補強工事に対して支援します。 

④ 学校における防災教育の充実 

児童・生徒が各教科や特別活動を含めた学校教育活動全体を通じて、様々な災害時に

おける危険について理解し、正しい備えと適切な行動力を身に付けるために、防災教育

指導資料及び津波の起こる仕組みや避難の仕方等をわかりやすく示した津波防災に関

する指導資料等を作成し、公立学校に配布するとともに、教職員に対する研修会を開催

するなど防災教育の充実を図ります。 

また、国や県の取組み等について私立学校に情報提供し、各学校における防災教育の

充実を促進します。 
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(1) 子育て支援推進の機運の醸成 

  中高生や高齢者、現在子育て中でない方も含め、幅広い層の県民に対して、子育て支援

活動の重要性に対する意識啓発を図り、神奈川県子ども・子育て支援推進条例に基づく事

業等の認知度・参加意欲を高めていく取組みを進めます。 

【主な事業】 

① 神奈川県子ども・子育て支援推進条例等の普及・啓発 

県民にわかりやすいリーフレット等の発行や、県条例に基づき実施する事業等を通じ

て、県条例の普及・啓発を図るとともに、県条例のめざす「生まれてきてよかった」「生

み育ててよかった」と実感できる神奈川の実現に向けて、地域社会全体で子どもと子育

て家庭を支援する機運を醸成します。 

② 神奈川県子ども・子育て支援推進協議会による県民運動の展開 

県条例に基づいて設立された神奈川県子ども・子育て支援推進協議会参加団体等の自

主的な活動や、参加団体相互の情報交換・連携により、子どもが健やかにいきいきと育

っていくことができ、県民が安心して子どもを生み育てることができる神奈川の実現を

めざします。 

③ かながわ子ども・子育て支援月間の実施 

毎年 8 月の「かながわ子ども・子育て支援月間」では、県や市町村、NPO や事業者

が各地でイベントや相談窓口開設などを行い、県はその情報をとりまとめて周知等を図

り、参加意欲を高めるとともに、子育てを応援する機運を醸成します。 

④ かながわ子ども・子育て支援大賞の実施 

地域団体やＮＰＯ法人、企業、商店街、個人等が行っている県内の子ども・子育て支

援活動のモデルとなる活動を表彰し、自主的な子ども・子育て支援活動の活性化と県民

総ぐるみの取組みへの機運の醸成を図ります。 

「社会全体が支える力」を大きくするために 

社会全体による子ども・子育て支援のための基盤づくり 

基本的視点３ 

重点施策 

１ 

 (1) 子育て支援推進の機運の醸成 

個別施策 
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⑤ 商店街における子育て世帯にやさしいまちづくり推進事業への支援 

商店街等が抱える課題や意欲的な取組みに対して、アドバイザーを派遣し、子育て世

代に優しく、安心して暮らせるまちづくり事業などを支援し、地域と一体となった商店

街の育成を図ります。 

⑥ かながわ子育て応援パスポート21の普及 

子育て家庭の外出を応援するサービス「かながわ子育て応援パスポート」の普及を図

ることにより、社会全体で子育てを応援する機運の醸成を図ります。 

⑦ かながわ子どものみらい応援団による機運の醸成 

企業・ＮＰＯ等と連携した、「かながわ子どものみらい応援団」により、子どもの貧

困に対する県民の理解促進のためのフォーラム開催や地域の子ども支援活動を担う人

材育成のための専門的研修を実施し、すべての子どもたちを社会全体で支援する機運の

醸成を図ります。 

  

 
21 妊娠中の方や小学生以下の子どものいる家庭からの登録を受け、スマートフォンやパソコン等を

通じて神奈川県が発行した登録証（名称「かながわ子育て応援パスポート」）を、協力施設に提示

することにより、割引や景品の提供など各施設が設定する優待サービスを受けることができます。 



 

75 

（基本的視点３） 「社会全体が支える力」を大きくするために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 多様なニーズに応じた地域子ども・子育て支援の充実 

  地域子育て支援拠点や一時預かりなど、市町村が地域のニーズに合わせて実施する地域

子ども・子育て支援事業が円滑に行われるよう、実施する市町村に対して支援を行います。 

【主な事業】 

① 利用者支援事業への支援 

子育て家庭が幼稚園・保育所・小規模保育などの教育・保育施設、事業や地域の子ど

も・子育て支援事業などから、希望に合ったサービスを選択・利用できるように、市町

村等が地域子育て支援拠点や行政窓口で行う利用者支援のための取組みに対し、支援を

行います。 

② 一時預かり事業への支援 

保護者の疾病や災害、育児疲れ等により、一時的にお子さんを保育所等で預かること

で、安心な子育て環境を推進する市町村の取組みを支援します。 

③ 私立幼稚園における預かり保育への支援 

保護者の保育ニーズに対応するため、正規の教育時間前後及び休業日に預かり保育を

実施する私立幼稚園を支援します。 

④ 地域子育て支援拠点事業への支援 

子育て親子の交流促進や子育てに関する相談を受けるなどの事業を行い、地域の子育

て支援機能の充実を図る地域子育て支援拠点事業を実施する市町村への支援を行いま

す。 

⑤ 私立幼稚園における地域開放の推進 

幼稚園の施設や教育機能を開放し、地域との連携を深めるため、地域とのふれあい交

流事業や保護者に対する教育相談事業などを行う私立幼稚園の支援を行います。 

  

地域における子ども・子育て支援の充実 
重点施策 

２ 

 (1) 多様なニーズに応じた地域子ども・子育て支援の充実 

 (2) 地域の子育て支援団体等の活動の推進 

個別施策 
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⑥ 乳児家庭全戸訪問事業や養育支援訪問事業への支援 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供等

や養育環境等の把握を行う乳児家庭全戸訪問事業や養育支援が特に必要な家庭を訪問

し、養育に関する指導・助言を行う養育支援訪問事業を実施する市町村への支援を行い

ます。 

⑦ 子育て短期支援事業への支援 

保護者が病気などの理由により、家庭で養育が一時的に困難になった児童を児童養護

施設等で保護を行う子育て短期支援事業を実施する市町村への支援を行います。 

⑧ ファミリー･サポート･センター事業への支援 

地域の実情に応じ、地域住民の会員制により保育支援等を行うファミリー・サポート・

センター事業を実施する市町村への支援を行います。 

⑨ 病児保育事業や延長保育事業等への支援 

病気や病後の子どもを保護者が家庭で保育できない場合に病院・保育所等に付与され

たスペースで預かる病児保育事業や、通常の保育時間を超えて保育所等での預かりを行

う延長保育事業、休日に勤務が必要となる家庭の子どもを保育するための休日保育を実

施する市町村への支援を行います。 

⑩ 親育ち支援事業への支援 

保護者の育児の不安感、負担感を軽減し、自信と意欲を持って子育てに取り組むこと

ができるよう、親育ち支援事業を実施する市町村への支援を行います。 

 

(2) 地域の子育て支援団体等の活動の推進 

  地域の子育て支援力の向上を図るため、関係者に研修機会を提供するなどの支援を行う

とともに、様々な活動情報の共有が県全域で図られるよう、インターネットを活用した情

報提供を推進します。 

【主な事業】 

① 民生委員・児童委員の研修の充実 

日々の活動において子ども・子育て支援などを行っている民生委員・児童委員を対象

に、活動に必要な知識や対応方法などを習得するための研修を実施し、委員の質の向上

を図ります。 

 

  



 

77 

② ＰＴＡなど保護者による活動の推進 

ＰＴＡ活動推進の中心的役割を果たす指導者を対象に、生涯学習指導者研修を開催

し、団体運営及び活動上の諸問題や今日的課題について研究協議を行います。また、Ｐ

ＴＡ活動の振興・充実を目的としたハンドブックを作成し、ＰＴＡ会員の研修会や委員

会活動等において活用します。 

③ 地域における子育て支援ＮＰＯなどの活動支援 

かながわ子ども・子育て支援活動交流フォーラム等により、子育て支援 NPO の抱え

る課題の解決や、ＮＰＯ相互、企業や行政との連携を促進するほか、活動の認知度を高

め、県民の参加を促す活動支援を行います。 

④ 
子ども・子育て支援に携わる市町村職員やＮＰＯ関係者の交流の促進及び研修の

充実 

地域での子ども･子育て支援に携わる市町村職員や子育て支援 NPO・団体などが、顔

がつながり、お互いの活動を知り、必要なネットワークが機能するきっかけづくりとな

る交流会の開催や研修の充実を図ります。 

⑤ インターネットによる総合的な子育て支援情報の提供 

行政サービス情報、幼稚園や保育所等の施設情報、企業・職場の情報、地域の情報等

をインターネットにより提供するとともに、妊娠中や子育て中の県民のための設備・サ

ービスのある施設の情報をモバイルサイトでも提供するなど、子育て支援に関する総合

的な情報を県民に提供します。 

⑥ 地域学校協働活動推進事業に対する支援 

地域と学校が連携・協働する体制やしくみを構築する取組みや、多彩な経験や技能を

持つ外部人材などの参画により土曜日などに教育プログラムを行う市町村（政令・中核

市を除く）に対し、支援を行います。 

⑦ 地域未来塾推進事業に対する支援 

学習支援が必要な中学生等に対して学習習慣の確立と基礎学力の定着を図る「地域未

来塾推進事業」を行う市町村（政令・中核市を除く）に対し、支援を行います。 
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⑧ コミュニティ・スクールの推進 

令和２年度に県立学校全校にコミュニティ・スクールを導入することに伴い、各コミ

ュニティ・スクールの取組事例等の情報を共有するとともに、一層の推進に向けて全校

を対象とした研修会を毎年実施し、コミュニティ・スクールの推進体制の構築及び内容

の充実を図ります。 

市町村立学校については、コミュニティ・スクールの推進に関する研究協議会を設置

し、市町村教育委員会間で情報の共有や協議を行うとともに、希望する市町村教育委員

会に対して講師を派遣するなどの支援を行い、県内全域でのコミュニティ・スクールの

促進及び内容の充実を図ります。 

⑨ 子どもの居場所づくりに対する支援 【再掲】 

地域で子ども支援活動を担う人材の育成や活動のネットワーク化を促進するため、専

門的な研修を実施し、地域における子どもを支援する体制の充実を図ります。 
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（基本的視点３） 「社会全体が支える力」を大きくするために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ワーク・ライフ・バランスを実現する働き方の見直し 

  ワーク・ライフ・バランスの考え方の普及啓発に取り組み、労働者自らが、長時間労働

などの働き方を見直し、育児休業の取得等、仕事と子育てを両立できるよう、取組みを進

めます。 

【主な事業】 

① 
「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）のとれた働き方」を実現する

ための総実労働時間の短縮等の普及啓発 

ワーク・ライフ・バランスに関係したパンフレットの作成・配布等により、働いてい

る県民の総実労働時間の短縮等を促進します。 

② 子どもを生み育てながらの就業継続に対する支援 

仕事と生活の両立を希望する労働者を支援するために、両立のヒントとなるセミナー

や個別カウンセリングを実施するとともに、働く女性が職場で直面しやすい妊娠・出産

等に伴う解雇やセクシャルハラスメント、マタニティハラスメント等のトラブル等につ

いての相談を実施します。 

③ 就業の分野における男女共同参画社会の促進 

神奈川県男女共同参画推進条例に基づき企業における男女共同参画の推進状況を把

握し、結果を企業に提供するとともに公表し、企業の男女共同参画の促進を図ります。 

④ 男性の家事育児促進事業 

男性の家事育児が十分なレベルで日常的に当たり前化する社会的環境を形成するた

めに、企業や NPO 等と協働でオープンイノベーション・コンソーシアム（新市場創出

と行動変革普及の社会的加速装置）を立ち上げ、定例会（先進事例紹介や情報交換会）

の実施や情報発信を行います。 

  

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進  
重点施策 

３ 

 (1) ワーク・ライフ・バランスを実現する働き方の見直し 

 (2) 仕事と子育ての両立のための基盤整備 

個別施策 
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⑤ かながわ版父子手帳「パパノミカタ」の普及促進 

子育て初心者の男性の育児参画を応援するため、子育てに関する基礎知識やコミュニ

ケーションのヒントなど、「パパ」になる方の「ミカタ」となる情報を集めた web サイ

ト「パパノミカタ」の普及促進を図ります。 

⑥ 「かながわ女性の活躍応援団」による女性の活躍の推進 

神奈川にゆかりの深い企業等の男性トップと知事により結成された「かながわ女性の

活躍応援団」は、男性トップの意識改革が重要であることから男性のみのメンバー（応

援団員及び応援サポーター）により、啓発講座等による意識啓発や啓発冊子による働き

方改革などの取組みを促進するなど、女性の活躍を推進する社会的ムーブメントを拡大

します。 

 

(2) 仕事と子育ての両立のための基盤整備 

  労働時間短縮など男性を含めた働き方の見直し、育児休業制度の普及と取得促進、弾力

的な労働時間や勤務形態の導入など仕事と子育ての両立に向けた取組み、地域における次

世代育成支援への貢献など、企業等における次世代育成支援の取組みを促進します。 

 【主な事業】 

① 神奈川県子ども・子育て支援推進条例に基づく事業者の認証の推進 

県条例に基づき、従業員のための子ども・子育て支援に取り組む体制等が整っている

事業者を県が「かながわ子育て応援団」22として認証し、その取組状況を登録・公表す

ることにより、仕事も子育ても両立できる職場環境の整備を推進します。 

② 企業による子どもと子育て家庭支援の促進 

県条例に基づく毎年 8 月の「かながわ子ども・子育て支援月間」で行う各種イベン

ト・事業や、企業との連携による家庭教育支援など、機会を捉えて、企業による子ども・

子育て支援活動を働きかけるとともに、ＮＰＯや行政、企業相互の連携・協力の促進を

図ります。 

 

  

 
22  (1)育児・介護休業法で義務付けられている育児休業などを就業規則に 

明記していること、(2)仕事と子育ての両立支援に関する社内の責任者を 

明確にしていること、(3)子ども・子育て支援のための取組みの計画的な 

推進を内外に明らかにしていること、(4)計画内容や事業活動が関係法令 

に照らして適切であることを要件としています。 
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③ 企業における仕事と子育ての両立のための基盤整備 

ワーク・ライフ・バランス導入促進を目的とした企業向けガイドブック等の作成や働

き方改革アドバイザー23の派遣など、ワーク・ライフ・バランスの県内企業における取

組みを支援することにより、仕事と子育ての両立のための基盤整備を図ります。 

④ 医療機関内の保育所に対する支援 

医師･看護師等が子育てをしながら働き続けることができるよう、院内保育所の施設

整備や運営費に対して助成しています。 

⑤ 介護職員子育て支援代替職員の配置に対する補助 

出産・育児休業等から復職した介護職員等が短時間勤務をする際に代替職員を雇用す

る場合、県が介護事業所に対し費用の一部を補助します。 

⑥ イクボス24の取組み推進 

県では知事をはじめとする幹部職員が「イクボス」になることを宣言するとともに、

PR 動画などによる周知・啓発に取り組みます。 

 

  

 
23 企業等の現状に応じた最適な業務の効率化や従業員の働きやすい環境整備に向けたアドバイス等

を実施する専門家 

24 部下のワーク・ライフ・バランスを考え、その人のキャリアと人生を応援しながら、自らも仕事

と私生活を楽しむことができる上司 
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（基本的視点３） 「社会全体が支える力」を大きくするために 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ライフステージに応じたきめ細かな支援 

  結婚から妊娠、出産、育児と、ライフステージに応じたきめ細かな切れ目ない支援を関

係機関と連携して行うことにより、少子化対策の取組みのさらなる強化を進めます。 

【主な事業】 

   ア 子どもの頃から結婚まで ～ライフキャリア教育、職業的自立・結婚支援～   

① 男女共同参画意識の普及・啓発 

子どもの頃から、男女共同参画に関する正しい知識や自立の意識等を育てることがで

きるよう、男女共同参画教育の充実を図るとともに、あらゆる分野への参画のための支

援や、固定的な性別役割分担意識にとらわれず、個性と適性に応じた進路や生き方を選

択できるようにライフキャリア教育を推進するなど、男女共同参画の理念の理解を進め

るための普及啓発を行います。 

② 未病女子対策の推進 

女性の活躍を支援するため、女性特有の健康課題やその対処法に関する正しい知識の

普及を図るなど、女性の未病改善に向けた取組みを推進します。 

③ かながわ若者就職支援センターにおける就業支援 【再掲】 

就職活動についての悩みに、キャリアカウンセラーが個別に相談を受け、効果的なア

ドバイスを行うキャリアカウンセリングを実施するとともに、応募書類の書き方やビジ

ネスマナー、面接訓練など、就職活動に役立つセミナー等を開催し、39 歳までの若年

者の就業を支援します。 

④ 職業技術校及び産業技術短期大学校における職業訓練の実施 【再掲】 

若者が、自らの技術や能力を高め、就職できるように、職業技術校や産業技術短期大

学校における職業訓練のほか、校内訓練と企業実習を組み合わせた実践的な職業訓練を

実施します。 

 

  

結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援の推進 
重点施策 

４ 

 (1) ライフステージに応じたきめ細かな支援 

個別施策 
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⑤ 地域若者サポートステーションにおける職業的自立支援 【再掲】 

ニート等の働くことに悩みを抱える若者の職業的自立を支援するため、相談支援や支

援プログラムなどの提供を行います。 

⑥ 恋カナ！プロジェクトの実施 

市町村及び企業・団体等と結婚支援に関する情報の共有を図るとともに、結婚を希望

する方に対して情報発信を行い、結婚に向けた機運の醸成を図ります。 

 

 イ 妊娠・出産 ～妊娠・出産の希望をかなえる取組み～   

① 市町村母子保健事業の支援 【再掲】 

妊娠・出産等における切れ目のない支援の実現をめざし、市町村における総合的な相

談及び支援を行うワンストップ拠点（子育て世代包括支援センター）の運営強化や、産

後うつの予防などにより産後も安心して子育てができる支援体制の整備に向け、市町村

との連絡調整会議や保健師等の専門職への研修、産後ケア事業等のニーズ把握調査等を

実施し、市町村の取組みを支援します。 

② 妊娠・出産に関する知識普及啓発教育の実施 【再掲】 

特に 10 代後半～30 代前半の男女を対象に、妊娠・出産の適齢期を理解し、自身の

健康管理を学んだ上で自らの将来を考え選択する力をはぐくむ支援を図ります。 

③ 望まない妊娠等に関する相談事業の実施 

望まない妊娠等の妊娠・出産に関する悩みを抱える方に対して、医療機関、児童相談

所、市町村等関係機関と連携を図りながら、相談支援を行います。 

④ 神奈川県不妊・不育専門相談センター等における不妊・不育相談の実施 【再掲】 

不妊・不育に悩む県民の方の相談に対応するため、平塚保健福祉事務所内に設置する

専門相談センターにおいて、あらかじめ設定した相談日に、医師・助産師等が相談に応

じます。 

また、各保健福祉事務所・センターにおいて、保健師等が相談に応じます。 

⑤ 特定不妊治療に対する助成の実施 【再掲】 

医療保険が適用されず高額の医療費がかかる配偶者間の特定不妊治療に要する費用

の一部を助成し、不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ります。 

⑥ 先天性代謝異常等検査の実施 【再掲】 

発症すると重篤な障がいや生命への危険があるが、発症前であれば効果的な予防法・

治療法が確立されている先天的な疾患について、新生児から採取した血液を基に検査を

行い、早期発見・早期治療により障がいの発症防止を図ります。 
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⑦ 周産期救急医療体制の整備 【再掲】 

ハイリスクの妊婦から新生児まで、高度な医療水準により一貫した救急医療体制を確

保します。 

 

  ウ 育児 ～子どものいる生活を支える取組み～   

① 幼児期の教育・保育の提供体制の確保 【再掲】 

地域の実情に応じ、住民のニーズに合った幼児期の教育・保育の提供体制の確保を市

町村と連携して図ります。 

② 子育て家庭を応援するまちづくりの推進 【再掲】 

妊娠中や子育て中の県民が安心して外出できるための環境整備の一環として、妊娠中

や子育て中の県民のための設備・サービスのある施設の情報を県が開設している web

サイト「子育て支援情報サービスかながわ」のモバイルサイトで提供することにより、

子育て家庭を応援するまちづくりを推進します。 

③ 神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例の推進 【再掲】 

神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例に基づき、子ども連れあるいは妊娠中の

人、障がい者、高齢者など誰もが安心して外出し、自由に移動して、施設が利用できる

ようバリアフリーの街づくりを進めます。  

また、県条例を分かりやすく解説したガイドブックを作成し、ホームページに掲載す

るなど、県条例の周知を図るとともに、関係団体、事業者団体、学識経験者等からなる

「神奈川県バリアフリー街づくり推進県民会議」を設置し、「バリアフリーフェスタか

ながわ」などの普及啓発事業を通して、バリアフリーの街づくりに向けた普及・啓発を

図ります。 

④ 県民を対象とした集いや催し等における託児の実施 【再掲】 

子育て期の親が、集いや催し物等に安心して参加できるよう、託児室の設置について、

託児サービス付きマークを活用して周知を行うとともに、実施状況等を把握し、取組み

の促進を図ります。 

⑤ 女性の就業支援  

結婚、出産等に伴い離職したが子育てに一区切りがついて、再就職したい方など、女

性のための就業支援を神奈川労働局と連携し、マザーズハローワーク横浜で一体的に取

組みを進めます。 
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⑥ 子どもを生み育てながらの就業継続に対する支援 【再掲】 

仕事と生活の両立を希望する労働者を支援するために、両立のヒントとなるセミナー

や個別カウンセリングを実施するとともに、働く女性が職場で直面しやすい妊娠・出産

等に伴う解雇やセクシャルハラスメント、マタニティハラスメント等のトラブル等につ

いての相談を実施します。 

⑦ 神奈川県子ども・子育て支援推進条例等の普及・啓発 【再掲】 

県民にわかりやすいリーフレット等の発行や、県条例に基づき実施する事業等を通じ

て、県条例の普及・啓発を図るとともに、県条例のめざす「生まれてきてよかった」「生

み育ててよかった」と実感できる神奈川の実現に向けて、地域社会全体で子どもと子育

て家庭を支援する機運を醸成します。 

⑧ 商店街における子育て世帯にやさしいまちづくり推進事業への支援【再掲】 

商店街等が抱える課題や意欲的な取組みに対して、アドバイザーを派遣し、子育て世

代に優しく、安心して暮らせるまちづくり事業などを支援し、地域と一体となった商店

街の育成を図ります。 

⑨ かながわ子育て応援パスポートの普及 【再掲】 

子育て家庭の外出を応援するサービス「かながわ子育て応援パスポート」の普及を図

ることにより、社会全体で子育てを応援する機運の醸成を図ります。 

 

  


